
第 5 章　具体的な取組み

（基本的な施策2） 地域で取り組みやすく、継続しやすい仕組みづくり

主体的な健康づくり・介護予防を継続するため、市民センターや公園などの身近な場所を
活用し、住民主体の通いの場の充実、地域との協働をさらに進めます。こうした地域で交流
もできる居場所づくりは、高齢者に限らず、仲間づくりや地域ネットワークの強化につなが
り、健康づくり・介護予防の取組みを継続する支援になります。

また、高齢者が自主的に活動を継続し、地域に広がる活動になるよう、支える人（担い手）
が活躍できる環境づくりを進めるため、リーダー（普及員）等の人材育成や専門職によるア
ウトリーチ等の活動支援に積極的に取り組みます。

高齢者自身が能力を最大限に生かして、できるだけ要介護状態にならないよう、地域でい
きいきと暮らせる仕組みを作っていきます。

№ 新たな取組み 概要

50
通いの場における健康づくりの強化

（保健福祉局認知症支援・介護予防センター）
（保健福祉局地域福祉推進課）

「いつもの活動に運動プラス」を合言葉に、住民主
体の通いの場で、きたきゅう体操等の運動習慣の
定着を促し、住民の健康づくり意識の向上を図る
とともに、仲間と一緒に取り組む介護予防活動を
支援します。
地域包括支援センターでは、高齢者サロンや老人
クラブ等に積極的に出向いて、高齢者いきいき相
談（巡回相談）と健康教育や保健指導を一体的に実
施し、高齢者の生活習慣病の予防や重症化予防に
取り組みます。

№ 継続する取組み 概要

51
健康づくり推進員の養成と活動支援

（保健福祉局認知症支援・介護予防センター）

地域における健康づくり・介護予防活動を推進す
るリーダーとなる健康づくり推進員を養成しま
す。また、健康づくり推進員が行う健康づくりや介
護予防の普及啓発活動を支援します。

52
食生活改善推進員による訪問活動

（保健福祉局認知症支援・介護予防センター）

食生活改善推進員を対象に食育アドバイザーを養
成し、高齢者宅を訪問して、食事等に関する状況確
認や助言を行うとともに、虚弱者を把握し、必要な
支援につなげます。

【食育アドバイザー養成者数】
　R1年度：1,144人 → R5年度：1,344人

53
介護予防リーダー（普及員）の
育成・支援

（保健福祉局認知症支援・介護予防センター）

本市オリジナルの介護予防体操（「きたきゅう体
操」、「ひまわり太極拳」）や公園の健康遊具を用い
た介護予防の普及教室や体験会の実施により、地
域で介護予防の取組みを進め、地域で介護予防活
動を推進する普及員を育成し、活動を支援します。

【普及員の登録者数】
　R1年度：908人 → R5年度：基準値より増加
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54
専門職による地域の
介護予防活動の支援

（保健福祉局認知症支援・介護予防センター）

高齢者が要支援・要介護状態になることの予防（認
知症予防も含む）を目的に、地域の通いの場におい
て専門職による健康教育・健康相談を実施すると
ともに、地域での自主的な介護予防活動を支援し
ます。

【地域の通いの場における健康教育・健康相談
 ・グループ支援の実施箇所数】
　R1年度：46か所 → R5年度：基準値より増加

55
介護予防・自立支援のための
総合プログラムの実施

（保健福祉局長寿社会対策課）

主として要介護状態等となるおそれがある、また
は要介護状態から改善した高齢者を対象に、市民
センターで介護予防・自立支援や生きがい活動に
関する総合的なプログラムを実施する事により、
介護予防・自立支援の普及啓発を行います。

56

市民センターを拠点とした
健康づくり

（保健福祉局健康推進課）
（保健福祉局地域福祉推進課）

まちづくり協議会が、市民センター等を拠点とし
て、健康づくり推進員の会、食生活改善推進員協議
会と連携し、医師会、歯科医師会、薬剤師会、栄養士
会、行政(保健師等)などの協力により、市民が主体
となって地域の健康課題について話し合い、目標
設定、計画づくり、実践、事業評価を一つのサイク
ルとした健康づくり事業（地域でGO!GO!健康づ
くり）を行います。

【実施団体数の増加】
　R1年度：129団体 → R5年度：137団体

57
食生活改善推進員の養成・活動の支援

（保健福祉局健康推進課）
（保健福祉局認知症支援・介護予防センター）

食を通じた健康づくり・介護予防活動を推進する
リーダーの育成のため、食生活と生活習慣病（予
防）などに関する研修を行い、食生活改善推進員を
養成します。また、食生活改善推進員が行う地域で
の食と健康等に関する情報発信や、健康料理普及
講習会、ふれあい昼食交流会などの活動を支援し
ます。

【食生活改善推進員が関わる活動への参加者数】
　R1年度：311,275人 → R5年度：基準値より増加

58
健康づくりを支援する公園の整備

（建設局緑政課）

高齢者等の健康づくりのため、専門家の助言のも
と、介護予防に効果的な7種類の健康遊具をセット
で配置した拠点公園を整備します。

【7種類の健康遊具をすべて設置している
 拠点公園の数】
　R1年度：24公園 → R5年度：30公園

再 地域リハビリテーション活動の支援
（サロンで健康づくり） （再掲No.43）

再 住民主体による居場所づくり （再掲No.62）

再 地域包括支援センターの運営 （再掲No.98）
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介護予防・ 日常生活支援総合事業（ イメ ージ図）

高齢者自身が能力を最大限に生かし て、できるだけ要介護状態になら ないよう 、地域でいきいきと 暮ら せる仕組みをつく る

【 強化ポイント 】

①住民主体の通いの場のさらなる充実

②支える人（ 担い手）が活躍できる環境づく り

③専門職による介護予防活動の支援体制の
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支える人が活躍できる環境づく り

介護予防ケアマネジメント の実施

介護予防活動・ 日常生活をサポート する担い手
サポート

地
域
活
動
へ

啓発教室
地域活動実践者の

養成

適切なケアマネジメ ント による
自立支援

通いの場の活動がより 効果的なも のに
なるよう 専門職が幅広く 関与

サポート

◆地域活動実践者（ リ ーダー）となり 、活動を推進

・ 健康づく り 推進員 ・ 食生活改善推進員

・ 介護予防普及員 ・ 食育アド バイザー　 　 など

◆生活意欲の維持・ 向上

“参加”と “活動”を重視し 、自立支援を図る

→地域の様々な通いの場へ、さらには支える側へ

専門職による支援

◆質の高いケアマネジメ ント を実現できる環境づく り
　  【 専門職への支援（ 多職種連携）】

・ 地域包括支援センターによる包括的･継続的支援

・ リ ハビリテーショ ンに関する相談支援の実施

◆専門職（ 運動、栄養、口腔）によるアウト リ ーチ【 住民主体の介護予防活動への支援】

◆介護予防に取り 組むきっかけづく り

介護予防普及啓発

自主グループ活動
【 介護予防教室の開催】

・ 筋力向上ト レーニング啓発教室　・ 出張介護予防講座　 　 　

・ 北九州市オリジナル介護予防教室（ ひまわり 太極拳、きたきゅう 体操）

・ 公園で運動教室　・ 栄養ラボ　・ 高齢者栄養改善事業　・ 健康マイレージ　 など

・ サロンなど地域活動の場へ専門職を派遣

・ 介護予防運動の方法や健康（ 感染症含む）に関する講話を実施

・ グループリーダーに対する相談支援

住民主体の通いの場

◆生きがい・ 健康づく り・ 介護予防活動を推進

◆自立支援・ 重度化防止

介護予防・ 生活支援サービス事業（ 通所・ 訪問）

◆地域活動に移行するための準備

「 通いの場」

　 高齢者が集い、交流すること により 、

　 健康づく り・  介護予防に資する活動と なっている場

【 短期集中予防型】 専門職（ 運動、栄養、口腔）による短期間の集中的な関与

高齢者地域交流支援通所事業（ 市民センター）

【 生活支援型】 ミ ニデイサービス、訪問による家事支援

【 予防給付型】 専門職による通所介護、訪問介護

◆就労

・ 企業

・ シルバー人材センター　 　 など

◆日常生活の支援

・ 福祉協力員（ ふれあいネット ワーク）

・ 介護支援ボランティ ア（ 介護施設）

・ 友愛訪問（ 老人クラブ）　 　 など

・ 介護予防普及員による

 自主グループ活動

ひまわり 太極拳

きたきゅう 体操

公園で健康づく り など

生涯学習活動

・ ボランティ ア大学校

・ 生涯現役夢追塾

・ 年長者研修大学校

・ 老人クラブ

・ 高齢者いきがい活動推進

・ N POによる教室　 　 など

サロン活動

・ 高齢者サロン

・ 認知症カフェ

・ 薬局カフェ

・ セルフ ヘルプグループ活動

・ まちなか保健室　 　 など

地域単位で行う 活動

・ ふれあい昼食交流会

・ 地域でGO ! GO ! 健康づく り

・ 健康づく り 推進員による介護予防活動

・ 食生活改善推進員による介護予防活動　 　 など

民間・ 学校・ 社会福祉法人

等の社会資源を

利用する活動

・ 地域のスポーツ教室

・ 趣味の講座　 　 など

プレフレイ ル

フレイル

要支援

低
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